
は じ め に 

 

 平成 13 年に産業振興ビジョンを策定してから９年が経過し、計画期間の最終年度を迎えました。こ

の間に経済のグローバル化、情報通信技術の高度化、少子高齢化は一層進み、さらに中国、インドなど

の国々の産業が急成長したことによる生産拠点の海外移転など、区内中小企業への影響が当時よりも格

段に大きくなってきています。さらにリーマンショック以降、世界中の金融機関で信用収縮の連鎖が起

こり、生産の縮小、雇用情勢の悪化など急激な景気後退により、区内産業は一層厳しい経営環境におか

れています。一方、エネルギーや環境技術の進展、電子マネーの普及、観光まちづくり面など新たな経

済効果が期待される分野が生まれるなど、様々な面で区内産業を取り巻く環境も大きく変化してきてい

ます。 

 平成 22 年６月閣議決定された「中小企業憲章」においては、「中小企業は、社会の主役として地域

社会と住民生活に貢献し、伝統技能や文化の継承に重要な機能を果たす。小規模企業の多くは家族経営

形態を採り、地域社会の安定をもたらす。」と位置づけられており、目黒区においても同様に、地域社

会に対する区内中小企業の貢献は目覚しいものと認識しております。 

 

 平成 22 年３月 目黒区産業戦略会議から『目黒らしさを生かした新産業振興ビジョン策定に向けた

提言』について提言をいただきました。これを受け、区において本区の中小企業振興基本条例を踏まえ

つつ、本提言の尊重を基本に検討を進め、このたび「目黒区産業振興ビジョン」を改定いたしました。

今回のビジョンでは、「～危機から創造へ～ 人を生かす産業創造のまち・めぐろ」を基本理念に、２

つの産業振興の基本戦略、５つの主要な産業振興施策を展開するにあたっての方針を定め、各種施策を

掲げております。 

 この新しい産業振興ビジョンの実現には、区内事業者、区民、区が相互に連携協力して積極的に取り

組んでいくことが必要です。また、将来の社会経済情勢の変化に応じた対応も重要となります。 

 改定にあたっては、区内産業関係団体などからなる「目黒区産業戦略会議」の設置やめぐろ区報、ホ

ームページ、説明会の開催など広く区民の皆様にお知らせし、パブリックコメントを実施いたしました。

ご協力いただいた皆様に改めてお礼申し上げます。いただいたご意見は、様々な角度から検討し、でき

る限り反映するように努めました。また今後、施策を具体的に進めるにあたって貴重な意見として参考

にさせていただきます。 

 経済情勢の先行きは不透明であり、予断を許しませんが、区としても産業振興ビジョンに掲げる施策

の実現を通して、目黒区の産業の活性化が図られ、地域社会のさらなる発展が図られるよう努めてまい

りますので、みなさまのご協力をお願いいたします。 

 

     平成 22 年 12 月 

                       目 黒 区 長   青 木  英 二 

 
 
 
 
 



改 訂 に あ た っ て 

 
 『目黒区産業振興ビジョン』については、平成 22 年 12 月の改定から４年余が過ぎました。改定

の頃は、リーマンショック後の景気回復が低迷していた時期であり、この社会経済情勢をふまえて

諸施策を盛り込みました。その後、平成 25 年から国の経済政策により、日本経済全体としては緩

やかな回復基調となりました。その一方で、平成 26 年４月から実施された消費税率のアップによ

る消費性向の低下や円安の進行による原材料費の高騰により中小企業の一部には収益が減少し、経

営が厳しくなっている面も見過ごせません。 
 そこで、本ビジョンの進行管理上の検証の場として、平成 26 年７月に本ビジョン改定に関わっ

た有識者及び区の産業経済団体からなる協議組織（目黒区産業振興ビジョン検証会議）を設けて開

催し、ご意見等をいただいたところです。また、平成 27 年３月には『目黒区観光ビジョン』を改

定したことから、本ビジョンの観光まちづくりに関する部分との整合を図る必要が生じました。 
目黒区ならではの産業を創造し持続可能な都市として発展していくためには、社会状況の変化を

踏まえつつ、区内産業の安定した発展とともに、区内にある様々な特性を生かした産業振興の展開

は引き続き重要なことであるから、現行のビジョンに掲げる産業振興の基本方針は継承しつつ、上

述の状況等をふまえて、本ビジョンを改訂いたしました。 
 
  
 経済情勢の不透明な中、引き続き区では、区内事業者や区民等と連携協力し、ビジョンの実現の

ために取り組んでまいります。今後もみなさまのご協力を引き続き、お願いいたします。 
 
    平成 27 年６月 

                                   目 黒 区 産 業 経 済 部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

主な改訂箇所 
 
１ 現状分析に係る第１章及び第２章の各データを更新し、記述を改めました。 
 
２ 本ビジョン全体を通して、「観光まちづくり」に関する記述は、産業振興との関連に関

する部分に絞りました。「観光まちづくり」の全般に関することは、『目黒区観光ビジョ

ン』をご参照ください。 
 
３ 平成 26 年７月に開催した目黒区産業振興ビジョン検証会議での意見を踏まえて、第５

章の施策を一部追加しました。 
 
４ 第５章の末尾に、短期計画期間（平成 23 年度から平成 25 年度）の実績を記載しまし

た。 
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■方針内容の文章表現（語尾の記述）について 

「進めます／行います」………取り組みを優先的に推進する場合に使います。 

注：「○○を進めます／行います」とするよりも、「実施します」「斡旋します」など直接的
な表現が自然な場合は、そのまま表現します。 

「努めます」………目標達成に時間がかかるが、継続して取り組む場合に使います。 

「検討します」……取り組みを進めるため、今後内容を検討する場合に使います。 


